
飼養等をする犬
又は猫の区分 飼養又は保管することが可能な１人当たりの頭数の上限の組合せ

飼養又は保
管をする犬
の頭数

犬の頭数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
うち繁殖の用に
供する頭数 0 1 2 3 4 5 6 7

飼養又は保
管をする猫
の頭数

猫の頭数 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
うち繁殖の用に
供する頭数 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

飼養等をする犬
又は猫の区分 飼養又は保管することが可能な１人当たりの頭数の上限の組合せ

飼養又は保
管をする犬
の頭数

犬の頭数 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
うち繁殖の用に
供する頭数 8 9 10 11 12 13 14 15

飼養又は保
管をする猫
の頭数

猫の頭数 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
うち繁殖の用に
供する頭数 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の１人当たり
の飼養又は保管をする頭数の上限


